
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名
試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制
度の創設

税 目 法人税、所得税

要

望

の

内

容

試験研究等を目的とする独立行政法人(試験研究等独法)への寄附金
について、全額損金算入できる指定寄附金に指定する制度を創設す
る。
※ 独立行政法人とは、公共性の高い事務・事業のうち、国が直接実施する必要

はないが、民間の主体に委ねると実施されないおそれがあるものを実施する

主体である。

※「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等
の効率的推進等に関する法律」（研究開発力強化法）では、同法における「研
究開発法人」とは、独立行政法人であって、研究開発等、研究開発であって公
募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓蒙及び知識の普及に係る業務
を行うもののうち重要なものとして同法別表に掲げるものとしている（３２法
人）。

※経済産業省所管の試験研究等独法は、（独）産業技術総合研究所、（独）石油
天然ガス・金属鉱物資源機構及び（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
の３法人

減収見込額
（平年度）

９３百万円

（ － ）

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

試験研究等独法について、自己収入（寄附金受入）の増大を図るこ
とにより研究開発に必要な資金収入の拡充を図るとともに、国の財政
支出に依存しない自律的な事業活動を促進する。

⑵ 施策の必要性

研究開発力強化法で、研究開発法人等の研究開発能力の強化のため
の措置として、事業者等からの資金の受入れの促進、研究開発法人の
自律性・柔軟性・競争力の向上等を規定しており、研究開発分野の資
金確保対策が喫緊の課題となっている。

⑶ 要望の措置の妥当性

試験研究等独法へ寄附を行う法人等に対するインセンティブとし
て、税制上の優遇措置が有効である。



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項

政策評価体

系における

位 置 付 け

１．経済産業政策
02 技術革新の促進・環境整備

政 策 の

達成目標

国から独立行政法人への財政支出について、費用削減を図ることは
もとより、寄附金募集の拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増
大に向けた取組を推進することを通じて、中期的には国への財政依存
度を下げることを目指す。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

恒久措置

同上の期間中

の達成目標

政策の達成目標と同じ

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置

－

予算上の措置

等の要求内

容及び金額

－

上記の予算

上の措置等

と要望項目

と の 関 係

－

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項

政 策 の

達成状況

－

租税特別措置

の適用実績

－

租税特別措置

による政策

の達成目標の

実現状況等

－

前回要望時

の達成目標

－

前回要望時

からの達成度

及び目標に

達していない

場合の理由

－

これまでの

要 望 経 緯

平成 20 年度及び平成 21 年度の税制改正要望において、全ての独立
行政法人への寄附金に関し、全額損金算入できる指定寄附金への指定
による、抜本的な促進措置の導入（法人税・所得税）を内閣官房 行
政改革推進室から要望。


